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１ 山形労働局（局長 森田 啓司）は、監督指導による賃金不払残業（サービス残業）の是正状

況をとりまとめた。 

平成２５年度（平成２５年４月～平成２６年３月）に、県内の労働基準監督署が賃金不払残業

（サービス残業のこと。労働基準法第３７条違反に該当。）に当たるとして、不足分を支払うよ

う指導した事案のうち、１企業当たり１００万円以上の割増賃金が遡及して支払われたものは、

２２企業の労働者１，６８４人に対し、５，９２８万円であった（次ページの表１参照。）。 

 

２ 平成２５年度は、昨年度と比較し、企業数で１３社（244％増）、人数で９１８人（120％増）、

金額で３，７１２万円（268％増）と大幅に増加した。平成２１年度から平成２５年度までの過

去５年間の是正状況は、次ページの表２のとおり。 

 

３ 山形労働局では今後とも労働時間の適正化を図るため、労使をはじめとする関係者に対し広く

周知啓発を行うとともに、監督指導を実施し、違反に対しては厳しく取締りを行うこととしてい

る。 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

「ヤッピー」は山形労働局のイメージキャラクターです。 
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山形労働局 労働基準部 監督課 
    監督課長  髙橋 仁 
     専門監督官 芳賀 正佳 
 電話  ０２３－６２４－８２２２ 

平成２５年度 県内の割増賃金の是正支払金額は５，９２８万円 

－監督指導による賃金不払残業（サービス残業）の是正状況－ 

支払金額・企業数とも前年度より大幅に増える 

労働条件に関する相談は、山形労働局や県内の労働基準監督署にお寄せください。また、事業主、

労働者問わず、日中お忙しい方でも相談できるように、夜間、休日のフリーダイヤルを設置してい

ます。 
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月・火・木・金：17：00～22：00 

土  ・  日：10：00～17：00 

http://www.mhlw.go.jp/


表１ 平成２５年度賃金不払残業に係る遡及是正の状況（金額１００万円以上） 

 

 

 

 

表２ 過去５年間の賃金不払残業に係る遡及是正の状況（金額１００万円以上） 

 

 
 

業 種 製造業 建設業 農林業 商 業 保健衛生業 接客娯楽業 その他の事業 合  計 

企業数 １２ ２ １ ２ １ ３ １ ２２ 

労働者数 

（人） 
１,１００ ２８ １８ ４１ ４３９ ９ ４９ １,６８４ 

遡及是正額 

（万円） 
３,６４６ ２７３ ３４５ ８０９ １７０ ５５４ １３１ ５,９２８ 


